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利用者[           様]（以下「利用者」という。）と医療法人 喜望会（以下「事業者」という。）
は、訪問看護サービスの利用に関して、次のとおり契約を結びます。 
 
第１条（契約の目的） 

事業者は、健康保険法等の関係法及びこの契約書に従い、利用者に対し療養上の世話又は診療の補助 
をその内容とした訪問看護サービスを提供し、利用者は、事業者に対しそのサービスに対する料金を 
支払います。 

 
第２条（契約期間） 

この契約期間は、主治医の訪問看護指示書の指示期間から始まり指示期間の終了までとします。 
 
第３条（訪問看護計画とサービスの提供） 
１．事業者は、利用者の日常生活の状況及びその意向を踏まえて、主治医の指示書に沿い、療養上の目 
標や具体的なサービス内容を記載し訪問看護計画書を作成し、これに従って契約書別紙「重要事項説 
明書」に記載した内容の訪問看護を計画的に提供します。 

 ２. 事業者は、訪問看護計画書を作成し、作成した場合は利用者及びその家族に説明します。 
 ３. 事業者は、利用者がサービスの内容や提供方法などの変更を希望する場合、訪問看護計画の変更の 

対応を行います。 
 
第４条（サービス提供の記録等） 
１．事業者は、それぞれのサービスの提供に関する記録を整備するとともに、これをこの契約終了後 
５年間保管します。 

２．事業者は、利用者に対し、いつでも保管する利用者に関する記録の閲覧、複写物の交付に応じます。 
 
第５条（利用者負担金の滞納） 
１．利用者が、正当な理由なく事業者に支払うべき利用者負担金を３ヶ月分以上滞納した場合には、 
事業者は１ヶ月以上の期間を定めて、期間満了までにその支払いがないときにはこの契約を解除す 
る旨の催告をすることができます。 

 ２. 事業者は、前項に定める協議などの努力を行い、かつ第１項に定める期間が満了した場合は、文 
書によりこの契約を解除することができます。 

 
第６条（利用者の解約権） 

利用者は、事業者に対しいつでもこの契約の解除を申し出ることができます。この場合には、７日 
以上の予告期間をもって届け出るものとし、予告期間満了日に契約は解除されます。 

 
第７条（事業者の解約権） 

事業者は、利用者の著しい不信行為により契約を継続することが困難となった場合は、その理由を 
記載した文書により、この契約を解約することができます。この場合事業所は、主治医に連絡します。 

 
第８条（契約の終了） 

次のいずれかの事由が発生した場合は、この契約は終了するものとします。 
一  第２条に基づき、契約期間が満了したとき 
二  第５条に基づき、事業者から解約されたとき 
三  第６条に基づき、利用者から解約の意思表示がなされ予告期間が満了したとき 
四  第７条に基づき、事業者から契約の解約の意思表示がなされたとき 
五  次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します 
（一）利用者が介護保険施設や医療施設に入所又は入院した場合 
（二）利用者が死亡したとき 

 
第９条（損害賠償） 

事業者は、サービスの提供にあたって利用者の生命、身体、財産に損害を与えた場合は、その損害を 
賠償します。但し、自らの責めに帰すべき事由によらない場合は、この限りではありません。 

 
第10条（秘密保持） 
１. 事業者は、サービスを提供する上で知り得た利用者及びその家族に関する事項を契約中及び契約終
了後、正当な理由なく第三者に漏らすことはありません。 

２．事業者は、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の情報を用いる場合は、 

利用者の家族の同意を予め文書で得ない限り、サービス担当者会議などで個人情報を用いません。 
 
第 11条（虐待の防止について） 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等の為に、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。  
１．管理者を虐待防止に関する責任者に選定しています。 
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２．成年後見制度の利用を支援します。 
３．苦情解決体制を整備しています。 
４．従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。 
５．サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）によ 
る虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。 

 
第12条（苦情対応） 
１. 利用者は、提供されたサービスに苦情がある場合は、事業者、市町村及び国民健康保険団体連合会 
(西宮市、兵庫県国民健康保険団体連合会)に対して、いつでも苦情を申し立てることができます。 

２. 事業者は、苦情対応の窓口責任者及びその連絡先を明らかにするとともに、苦情の申し立て又は相 
談があった場合は、迅速かつ適切に対応します。 

 
第13条（緊急時等の対応） 

訪問看護の提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合には、必要に応じて臨機応変 
の手当てを行うとともに、速やかに主治医に連絡を行い、指示を求める等の必要な対応をします。 

 
第14条（契約外条項） 

この契約に定めのない事項については、健康保険法令その他の関係法令を尊重して利用者と事業者が
誠意を持って協議のうえ定めます。 

 

 

上記の契約を証するため、本書２通を作成し、契約者、事業者が記名捺印のうえ、各 1 通を保有するもの 

とします。   

 

 

契約締結日        年    月    日 

 

事業者   住  所   兵庫県西宮市今津水波町６番３０号 
 

                         医療法人 喜望会  
 

代表者   理 事 長   谷  向   茂  厚                      印   

 

事業所名  医療法人 喜望会 訪問看護ステーション おりーぶ 
 

住  所   兵庫県西宮市今津水波町６番１４号 
 

                管理者  石  橋   あ  い  子                              印   

 

 

契約者     住  所                                                    

(利用者)  

氏  名                                               印    

 

上記代理人（代理人を選定した場合） 

 

  住  所                                                    

 

氏  名                                               印    
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個人情報使用同意書 

 

私及びその家族の個人情報について、次の記載するところにより必要最小限の範囲内で使用することに同意

します。  

 

記 

 

１. 使用する目的 

事業者が、健康保険法に関する法令に従い、私の居宅サービス計画に基づき、訪問看護サービス等を

円滑に実施するために行うサービス担当者会議等において必要な場合 

２. 使用にあたっての条件 

① 個人情報の提供は、1 に記載する目的の範囲内で必要最小限に留め、情報提供の際には関係者以外に

は決して漏れることのないよう細心の注意を払うこと。 

②  事業者は、個人情報を使用した会議、相手方、内容等について記録しておくこと。 

３. 個人情報の内容（例示）   

氏名、住所、健康状態、病歴、家庭状況その他一切の契約者や家族個人に関する情報 

４. 使用する期間  

契約日より契約終了日まで    

 

 

 

    年    月    日 

 

医療法人 喜望会 訪問看護ステーション おりーぶ 殿 

 

 

契約者     住  所                                                    

(利用者)  

氏  名                                               印    

 

上記代理人（代理人を選定した場合） 

 

  住  所                                                    

 

氏  名                                               印   
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「指定訪問看護」重要事項説明書 
 

                                         年    月    日現在  
 
当事業所は、ご利用者に対して訪問看護サービスを提供させていただくに際し、厚生省令第 37 号第 8 条

及び西宮市条例に基づいて、契約を締結する前に、知っておいていただきたい当事業所の内容を説明させて
いただきます。   
 

１．訪問看護を提供する事業者について 

事   業   者   名   称 医療法人 喜望会 

主たる事務所の所在地 兵庫県西宮市今津水波町６番３０号 

代   表   者   名 理事長   谷向 茂厚 

電   話   番   号 ０７９８－３３－０３４５ 
 

２．訪問看護サービス提供を担当する事業所について 

（１）事業所の所在地など  

事  業  所  の  名  称 医療法人 喜望会 訪問看護ステーション おりーぶ 

施  設  の  所  在  地 兵庫県西宮市今津水波町６番１４号     

開    設    年    月 平成 ２８年 ９月 １日  

管  理  者  の  氏  名 石橋 あい子 

サービス提供実施地域 西宮市、 芦屋市、 尼崎市 

電    話    番    号  ０７９８－６１－１４０１ 

Ｆ   Ａ   Ｘ   番   号  ０７９８－６１－１４０２ 
 
（２）事業の目的 

事業所の専門職員が、疾病または負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にあり、主治医が必 

要と認めた者に対し、快適な在宅生活を送るための支援を提供することを目的とします。 

（３）事業の運営方針  

利用者が、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる 

よう、その療養生活を支援し、利用者の心身の機能の維持回復を目指すものとします。 

（４）事業所の職員体制 

職 種 ・ 職 務 の 内 容 人     員 

⑴ ⑴ 管理者（※看護職員を兼務） 

従業者に、この規程を遵守させるために必要な指導命令を行うと 

ともに、適切な事業運営が行われるよう総括します。 

常勤      １名 

⑵ ⑵ 看護職員 

看護職員は、主治医が交付する指示書に基づきサービスの提供に 

あたります。 

看護師    ３名以上 

(うち２名以上は常勤 管理者含む) 

理学療法士１名以上(兼務) 

⑶ 事務職員 

事務職員は、事業の実施に当たって必要な事務を行います。 
常勤      １名 

（５）事業所のサービス提供日時  

サービス提供日時 
月曜日から土曜日 午前９時３０分から午後５時１５分まで 

（特別な事情により必要と認めた場合は休業日にもサービスの提供を行います。） 

休     業     日 日曜日・祝祭日・12月 30日から 1月 3日は休み 
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３．サービスの利用方法 

（１）指定訪問看護サービスの利用をご希望される場合、ご来訪又はお電話でお申し込みいただき、被保 

険者証の記載内容を確認させていただきます。 

（２）ご利用に関わる説明を行い、事業者と指定訪問看護サービスの契約を取り交わします。 

（３）契約の締結後、看護職員(准看護師を除く)は、主治医から交付された指示書及び利用者やご家族のご 

意向などを踏まえて、訪問看護計画を作成し、ご契約者の同意を得て交付します。 

（４）看護職員が訪問看護計画に基づいて、サービスの提供をいたします。 
 
４．サービスの利用に関する留意事項  

（１）サービス提供を行う訪問看護師 

    サービス契約時に、担当の訪問看護師を決定します。但し、実際のサービス提供にあたっては、多面的 

な視点で関わることを目的に、ローテーション制を採用し、複数の訪問看護師が交替してサービスを 

提供します。   

（２）訪問看護師の交替 

① ご契約者からの交替の申し出 

   選任された訪問看護師の交替を希望する場合には、当該訪問看護師が業務上不適当と認められる事情そ 

の他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して訪問看護師の交替を申し出ることができます。 

但し、ご契約者から特定の訪問看護師の指名はできません。 

② 事業者からの訪問看護師の交替 

 事業者の都合により、訪問看護師を交替することがあります。訪問看護師を交替する場合はご契約者及 

びそのご家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。 

（３）サービス実施時の留意事項 

① 定められた業務以外の禁止 

 ご契約者は訪問看護計画に定められたサービス以外の業務を事業者に依頼することはできません。 

② 訪問看護サービスの実施に関する指示・命令 

 サービスの実施に関する指示・命令はすべて事業者が行います。但し、事業者はサービスの実施にあた 

ってご契約者の事情・意向等に十分に配慮するものとします。  

③ 備品等の使用  

サービス実施のために必要な備品等（水道・ガス・電気を含む）は無償で使用させていただきます。訪問 

看護師が事業所に連絡する場合の電話等も使用させていただきます。   

（４）サービス内容の変更  

サービス利用当日に、ご契約者の体調等の理由で予定されていたサービスの実施ができない場合には、 

サービス内容の変更を行います。その場合、事業者は変更したサービスの内容と時間に応じたサービス 

利用料金を請求します。         

（５）訪問看護師の禁止行為 

    訪問看護師は、ご契約者に対するサービスの提供にあたって、次に該当する行為は行いません。   

①  ご契約者もしくはその家族等からの金銭または物品の授受 

①  ②   ご契約者の家族等に対するサービスの提供 

②  ③  飲酒及び喫煙 

①    ④  ご契約者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動 

②    ⑤  その他契約者もしくはその家族等に行う迷惑行為 
 
（６）身分証明書の携行 

専門職員は、常に身分証明書を携行し、利用者又はその家族などから提示を求められた時は、いつでも 

提示します。 

（７）記録の保管 

① 事業者は、職員ならびに設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するとともに、利用者に対する指定訪 
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問看護の提供に関する諸記録を整備し、そのサービス満了の日から５年間保管します。 

② 利用者は、サービスの提供に関する諸記録の閲覧及び写しを請求することができます。写しを必要とされ 

る場合は、写しの作成費用を負担していただきます。 

（８）事故発生時における対応方法 

利用者に対する指定訪問看護サービスの提供により事故が発生したときは、主治医、保険者およびご家 

族へ連絡を行います。又、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。但し、 

事業者は自己の責に帰すべき理由がなかった場合はこの限りではありません。 
 
５．指定訪問看護サービスの主な内容 

（１）訪問看護計画書の作成および訪問看護報告書の作成 

（２）病状及び心身の状況の観察 

（３）清拭及び洗髪等による清潔の保持 

（４）食事、排泄及びその他日常生活の世話 

（５）褥瘡予防及び処置 

（６）リハビリテーション 

（７）認知症患者の看護 

（８）療養生活及び介護方法の指導 

（９）カテーテル等の管理 

（10）その他医師の指示による医療処置 
 
６．指定訪問看護サービスの利用料と自己負担額 

（１）利用料 

訪問看護サービスの利用料と自己負担額の目安は、別紙「指定訪問看護サービス利用料について」のと 

おりです。 

（２）交通費     

公共交通機関による交通費の実費、また自動車を利用した場合は駐車場の料金を請求させていただきます。  

（３）キャンセル料  

ご利用者の都合により、サービスの利用をキャンセルする場合は、サービス実施日の前日（その日が日 

曜日、祝日、12月 30日～1月 3日にあたる日はその前日）の 午後 5時までに事業所にお申し出下さい 

ませ。当日になって利用の中止の申し出をされた場合、キャンセル料を請求させていただきます。 

但し、ご契約者の急変、急な入院等のやむを得ない事由がある場合は、請求いたしません。 

前日午後５時までに申し出があった場合  無料 

前日午後５時までに申し出がなかった場合 

当日の申し出、又は申し出なく不在の場合 

キャンセル料  

当日予定の訪問サービス料／回 

（４）料金の請求及びお支払方法 

利 用 料・そ の 他 
費 用 の 請 求 方 法 

毎月 15日前後の訪問日までに当事業所の訪問看護師が前月分の請求書を 
持参いたします。送付をご希望の場合、別途料金を請求いたします。 

 

 

お 支 払 い 方 法 

 

 

ゆうちょ銀行口座より自動払込 毎月 25日(非営業日の場合は翌営業日) 

 
谷向病院の会計窓口でのお支払い 
 
 会計受付時間 月曜日〜土曜日 ９：００〜１６：００ 
    
銀行振込によるお支払い 
 
お振込先 三井住友銀行西宮支店 普通預金 口座番号２５７８５９４ 

  口座名義  医療
イリョウ

法人
ホウジン

 喜
キ

望会
ボウカイ

  谷
タニ

向
ムカイ

病院
ビョウイン

 
 
＊お振込手数料は、利用者様のご負担にてお願いします。 

領 収 書 の 発 行     
銀行へお振込の場合は、用紙を領収書の控えとします。 
正式な領収書が必要な場合は会計窓口までお越し下さいませ。 
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（５）利用の中止、変更、追加 

① 利用予定日の前に、ご契約者の都合により、訪問看護サービスの利用を中止又は変更することができま 

す。この場合にはサービスの実施日の前日までに事業者にお申し出下さいませ。 

② サービス利用の変更・追加の申し出に対して、訪問看護師の稼働状況により契約者の希望する期間にサー 

ビスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議します。 
 
７．緊急時の対応  

サービスの提供中にご契約者の容態の変化等があった場合は、ご契約者の主治医、又は事業所の協力医療 

機関への連絡を行い、医師の指示に従います。また緊急連絡先に連絡いたします。 

  

協 力 医 療 機 関 

 

名     称 医療法人喜望会 谷向病院 

院  長   名  谷向 茂厚 

所  在  地 兵庫県西宮市今津水波町６番３０号 

電 話 番 号  ０７９８－３３－０３４５ 

診   療  科 内科・呼吸器科・外科・整形外科・循環器科・皮膚科・麻酔科 

入 院 設 備 有 

 

利用者様の主治医 

 

名     称  

氏   名   

所  在  地  

電 話 番 号  

緊 急 連 絡 先 
氏 名（続柄）                      （      ） 

電 話 番 号  
 
８．秘密の保持と個人情報の保護について 

利用者及びその家族に関する秘密

の保持について 

 

事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する 
法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における
個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適
切な取り扱いに努めるものとします。 
事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」という。）は、サ
ービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正
当な理由なく、第三者に漏らしません。 
また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した
後においても継続します。 
事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密
を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後
においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約
の内容とします。 

個人情報の保護について 

 

事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担
当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。又、利用
者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、
サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 
事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録
物（紙によるものの他、電磁的記録を含む。）については、善良な
管理者の注意をもって管理し、又処分の際にも第三者への漏洩を
防止するものとします。 
事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内
容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削
除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に
必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写
料などが必要な場合は利用者の負担となります。) 

 
９．虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

（１）虐待防止に関する責任者を選定しています。 
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虐  待  防  止  に  関  す  る  責  任  者 管 理 者 ･ 石 橋 あ い 子 

（２）成年後見制度の利用を支援します。 

（３）虐待防止に関する指針のもと解決体制を整備しています。 

（４）従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。 

（５）サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）による 

虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。 
 
10．身体拘束等の禁止について 

事業者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身 

体拘束を行いません。緊急やむを得ず身体拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者 

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。 
 
11．サービスに関する相談・要望・苦情申立 

当事業所が提供した訪問看護サービスに関する相談・苦情は、事業所のご契約者相談窓口までご連絡下さ 

いませ。速やかに対応いたします。又、各市区町村や国民健康保険団体連合会(西宮市、兵庫県国民健康 

保険団体連合会)等にも相談窓口があります。 
 
苦情の受付  

当事業所に対する苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。  
  

医療法人 喜望会 

訪問看護ステーション おりーぶ 

 

担当者  石橋 あい子 
（月曜日～金曜日）  午前 9：00～午後 5：00 
    ＴＥＬ ０７９８－６１－１４０１ 
   ＦＡＸ ０７９８－６１－１４０２ 

 

西宮市 健康福祉局 

福祉総括室 法人指導課 

 

（月曜日～金曜日）  午前 9：00～午後 5：30 

    ＴＥＬ ０７９８－３５－３０８２ 

   ＦＡＸ ０７９８－３４－５４６５ 
 
兵庫県国民健康保険団体連合会 

苦情窓口 

 

（月曜日～金曜日）  午前 8：45～午後 5：15 

    ＴＥＬ ０７８－３３２－５６１７ 

   ＦＡＸ ０７８－３３２－５６５０ 
 
12．ハラスメント防止について 

事業所は、適切なサービス提供を確保する観点から職員に対する以下のハラスメントの防止の為に必要な

措置を講じます。 

      （１）身体的な力を使って危害を及ぼす行為（回避して危害を免れた場合も含む） 

（２）個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり貶めたりする行為 

          （３）意に沿わない性的な誘いかけ、好意的態度の要求等、性的嫌がらせ 
 

13．感染症対策・衛生管理等及び業務継続に向けた取り組み 

事業所は、個人の健康管理に努め､次に掲げるとおり感染症等の予防、蔓延の防止のための対策を講じ、非

常災害発生時のサービスの継続実施､早期の業務再開の計画(業務継続計画)の策定及び必要な措置を講じます。 

      （１）定期的な会議の開催、研修及び訓練の実施や指針の整備 

     （２）事業所の備品の衛生的管理 

（３）個人の健康管理 

 

 

    年    月    日 

 

 

指定訪問看護サービスの提供開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。   
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説明者      所在地  兵庫県西宮市今津水波町６番１４号 
         

事業所 医療法人 喜望会 訪問看護ステーション おりーぶ 

                             

 氏  名                                        印  

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受けました。     

 

契約者       住  所                                        

  

氏  名                                            印  

 

上記代理人    住  所                                        

（代理人を選定した場合） 

                       氏  名                                 印  

 

 

尚、重要事項説明書の内容に変更があった際は、ご契約者に通知し説明の上、変更後の内容について 

同意を得ます。
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(別紙１)                 指定訪問看護サービス利用料について 

 

１．訪問看護サービスの利用料と自己負担額の目安   

健康保険制度、後期高齢者医療制度等による訪問看護サービスの利用料は、ア 訪問看護基本療養費(又は

精神科訪問看護基本療養費)、イ 訪問看護管理療養費、ウ 訪問看護情報提供療養費の合計額になります。  
 
ア 訪問看護基本療養費 (１日につき)                      （単位：円/回） 

項  目 利 用 料 
自 己 負 担 額 の 目 安 

１割 ２割 ３割 

ア      
 
基 

本 

療 

養

費 

訪問看護基本療養費(Ⅰ)

のイ※１ 

週３日目まで 5,550  555  1,110  1,665  

週４日目以降 6,550  655  1,310  1,965  

訪問看護基本療養費(Ⅱ) 

のイ※２ 

週３日目まで 5,550  555  1,110  1,665  

週４日目以降 6,550  655  1,310  1,965  

訪問看護基本療養費(Ⅰ) (Ⅱ)のハ ※３ 12,850 1,285 2,570 3,855 

訪問看護基本療養費(Ⅲ) ※４ 8,500 850 1,700 2,550 

 

加 
 

算
（
適
応
時
） 

 

難病等複数回訪問加算 

※５ 

１日２回   4,500 450 900 1,350 

１日３回以上   8,000 800 1,600 2,400 

緊急訪問看護加算 ※６ 
月14日目まで 2,650 265 530 795 

月15日目以降 2,000 200 400 600 

長時間訪問看護加算 ※７ 5,200 520 1,040 1,560 

乳幼児加算(１日) （(準)超重症児等） 1,300(1,800) 130(180) 260(360) 390(540) 

複数名訪問看護加算 

※８ 

他の看護師 4,500 450 900 1,350 

他の看護補助者 

(1日に3回以上) 

3,000 

(10,000) 

300 

(1,000) 

600 

(2,000) 

900 

(3,000) 

夜間・早朝訪問看護加算 ※９ 2,100 210 420 630 

深夜訪問看護加算 ※10 4,200 420 840 1,260 
                             
※１ 訪問看護指示書および訪問看護計画書に基づき、看護師、理学療法士等がサービスを提供した場合の基 

本療養費 

※２ 同一建物に居住する２人の利用者へ同一日に訪問看護指示書および訪問看護計画書に基づき、看護師、

理学療法士等がサービスを提供した場合の療養費 

※３ 褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師がサービスを提供した場合(月１回限り) 

※４ 入院中であって、主治医より在宅療養に備えて一時的に外泊を認められたものに対して、訪問看護指示 

書および訪問看護計画書に基づき、サービスを行った場合(入院中１回(厚生労働大臣が定める疾病等 

においては２回)に限り) 

※５ 厚生労働大臣が定める疾病等の利用者、特別訪問看護指示書期間の利用者に対して１日２回以上の訪 

問が必要な場合  

※６ 厚生労働大臣が定める施設基準を満たした主治医の指示により計画外のサービス提供を行った場合 

※７ 厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者に対して１回の訪問看護の時間が９０分を超えた場合  

※８ 厚生労働大臣が定める疾病等の利用者に対して、看護職員が同時に複数の看護職員等とサービスの提 

供を行う場合 

※９ 夜間(午後６時から午後１０時まで)または早朝(午前６時から午前８時まで)にサービスの提供を行う 

場合 

※10 深夜(午後１０時から午前６時まで) にサービスの提供を行う場合 
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イ 訪問看護管理療養費（１日につき）  

ウ 訪問看護情報提供療養費                           （単位：円/回） 

項  目 利 用 料 
自 己 負 担 額 の 目 安 

１割 ２割 ３割 

イ  訪問看護管理療養費 訪問月 初日 7,670  767  1,534  2,301  

訪問看護管理療養費 ２日目以降 3,000  300  600  900  

 

加 
 

算
（
適
応
時
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

２４時間対応体制加算（月１回） 6,800  680  1,360  2,040 

特別管理加算（月１回） 
5,000  500  1,000  1,500 

2,500  250  500  750 

退院時共同指導加算 8,000  800  1,600  2,400 

特別管理指導加算 2,000  200  400  600 

退院支援指導加算（１回のみ） 
 

(長時間) 

6,000  600  1,200  1,800 

8,400  840  1,680  2,520 

看護･介護職員連携強化加算 2,500 250 500 750 

在宅患者連携指導加算（月１回まで） 3,000  300  600  900 

在宅患者緊急時等カンファレンス加算(月２回まで) 2,000  200  400  600 

ターミナルケア療養費 25,000  2,500  5,000  7,500 

    訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)（月１回） 780 78 156 234 

ウ 訪問看護情報提供療養費１･２･３ 1,500  150  300  450 

 

２．その他の費用等について 

⑴ 保険対象外となる利用料  
サービスを提供するにあたって、以下の内容に該当する場合は、医療保険の対象外となりますので、医療 
保険サービスの自己負担額に以下の料金が追加されます。 
 

項  目 内  容 料  金(税 込) 

交通費 ※１ 
事業所から公共交通機関を利用 実費（電車代等） 

事業所から自動車を利用  実費（駐車料金） 

死後の処置料 ご依頼により死後の処置を行った場合 11,000 円 

キャンセル料 ※２ 訪問時にご不在だった場合 当日予定の訪問サービス料 

その他の利用料 営業日以外にご利用の場合 2,500 円 
 
※１ 公共交通機関による交通費の実費、または自動車を利用した場合の駐車料金をご請求いたします。 

※２ 利用者に体調不良などの正当な理由がある場合は、ご請求いたしません。 
 
⑵ サービス提供のために利用する電気、ガス、水道、電話等の費用については、利用者のご負担となり 

ます。 
 
⑶ 利用者の自己負担額は、原則、被保険者証に記載されている負担割合により算定された額となります 

が、生活保護法に基づく医療扶助や自立支援医療等の公費負担医療制度を受けている場合はこの限り 

ではありません。 

 

令和 6 年 11 月 1 日改定 


